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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（二・完）

特
集　

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
訴
訟
制
度
を
通
じ
た
消
費
者
被
害
救
済
と
抑
止
手
法
の
現
況
（
二
・
完
）

ブ�
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
集
団
的
利
益
保
護
の
た
め
の

民
間
消
費
者
団
体
の
一
例�

―
―
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
（
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
協
会
）
―
―

ツ
ヨ
シ
・
オ
ー
ハ
ラ

一　

は
じ
め
に

　

こ
の
た
び
、
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
民
間
団
体
（association

）
の
現
状
、

お
よ
び
、
そ
の
代
表
的
一
例
に
つ
い
て
少
し
述
べ
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

一　

は
じ
め
に

二　

集
団
訴
訟
の
原
告
適
格
を
認
め
ら
れ
る
民
間
団
体

三　

ブ
ラ
ジ
ル
の
消
費
関
係
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
民
間
団
体
の
位
置
づ
け

四　

ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
協
会
（
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
）

五　

結　

論
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二　

集
団
訴
訟
の
原
告
適
格
を
認
め
ら
れ
る
民
間
団
体

　

ご
存
知
の
と
お
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
集
団
訴
訟
を
起
こ
す
た
め
の
適
格
当
事
者
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す）

1
（

。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
先
に
講
演
さ
れ
た
先
生
方
が
十
分
説
明
さ
れ
た
の
で
、
繰
り
返
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
原
告
適
格
を
有
す
る
公

的
機
関
の
数
が
、
検
察
庁
を
は
じ
め
と
し
て
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
民
間
側
に
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
が

適
格
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
日
本
の
法
律
で
言
う
と
こ
ろ
の
社
団
法
人
で
す
。
集
団
訴
訟
を
起
こ
す
適
格
団
体
と
し
て
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
、
第
一
に
、
法
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
登
録
か
ら
一
年
以
上
経
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三

に
、
定
款
上
の
事
業
目
的
に
保
護
せ
ん
と
す
る
集
団
的
法
益
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
外
と
し
て
、

社
会
的
に
重
大
な
被
害
あ
る
い
は
法
益
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
事
前
登
録
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

2
（

。

　

こ
れ
ら
の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
、
提
訴
す
る
際
に
総
会
を
開
い
て
会
員
の
許
可
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん）

（
（

。

三　

ブ
ラ
ジ
ル
の
消
費
関
係
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
民
間
団
体
の
位
置
づ
け

　

一
九
九
〇
年
の
消
費
者
保
護
法
典
は
、
消
費
関
係
の
国
家
政
策
を
定
め
て
、
消
費
者
保
護
制
度
を
設
置
し
ま
し
た）

（
（

。
法
務
省
が
そ

れ
を
指
揮
し
て
い
ま
す）

（
（

。

　

こ
の
体
制
が
で
き
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
政
府
か
ら
の
奨
励
や
啓
蒙
運
動
に
よ
っ
て
、
消
費
者
保
護
団
体
が
各
地
で
組
織
さ
れ
ま

し
た）

（
（

。

　

し
か
し
、
現
実
的
に
は
、
ど
の
団
体
も
が
活
発
な
活
動
を
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
多
く
は
、
活
動
範
囲
が
地
域
的
な
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も
の
で
、
経
済
力
が
と
ぼ
し
く
、
集
団
訴
訟
を
起
こ
し
て
そ
れ
を
継
続
さ
せ
る
人
材
も
資
金
も
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

そ
の
反
面
、
検
察
庁
は
非
常
に
活
発
な
働
き
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
特
に
そ
の
集
団
訴
訟
に
関
し
て
、
ア
レ
ン
ハ
ー
ル
ト
先
生
は

先
ほ
ど
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
間
に
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
で
、
検
察
庁
か
ら
提
起
さ
れ
た
公
共
民
事

訴
訟
の
数
は
約
一
二
、二
〇
〇
件
で
、
他
の
原
告
適
格
機
関
に
よ
る
も
の
は
、
一
、九
〇
〇
件
で
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
八
六
％
対
一
四
％
の
割
合
で
す
。

　

そ
の
格
差
の
原
因
は
と
も
か
く
と
し
て
、
原
告
適
格
を
有
す
る
民
間
団
体
の
活
動
は
、
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。

四　

ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
協
会
（
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
）

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
消
費
者
保
護
協
会
（Instituto�Brasileiro�de�D

efesa�do�Consum
idor:�ID

EC

）
は）

（
（

、
多

様
に
し
て
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
消
費
者
保
護
団
体
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
八
七
年
、
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
に
公
布
さ
れ
た
消
費
者
保
護
法
典
の
三
年
前
に
設
立
さ
れ
た
民
間
団
体

で
す
。
現
在
の
会
員
数
は
、
約
一
万
人
で
す
。
職
員
の
数
は
わ
ず
か
五
〇
名
で
す
が
、
今
ま
で
行
っ
て
き
た
事
業
に
は
非
常
に
意
義

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
概
略
的
に
次
の
よ
う
な
活
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

（
（

。

①　

一
般
市
民
の
指
導

消
費
関
係
に
関
す
る
知
識
、
関
連
法
規
の
内
容
、
裁
判
所
の
判
決
例
な
ど
に
つ
い
て
の
啓
蒙
運
動）

（
（

。

②　

消
費
者
教
育
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講
演
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
、
消
費
者
と
し
て
の
権
利
を
意
識
さ
せ
る

活
動（

（1
（

。

③　

食
品
の
品
質
検
査

牛
乳
、
チ
ー
ズ
、
肉
類
、
食
油
、
水
、
米
、
豆
類
な
ど
の
品
質
検
査
、
解
析
結
果
の
提
示（

（（
（

。

④　

消
費
者
保
護
運
動

食
品
の
ラ
ベ
ル
に
お
け
る
成
分
や
遺
伝
子
組
み
換
え
原
料
の
含
有
に
関
す
る
情
報
欠
如
に
よ
る
不
当
表
示
、
電
話
料
金
の
不

当
値
上
げ
、
交
通
機
関
の
遅
延
、
銀
行
約
款
や
保
険
約
款
の
不
当
条
項
に
対
す
る
抗
議
活
動（

（1
（

。

⑤　

集
団
訴
訟

健
康
保
険
料
の
不
当
値
上
げ
、
貯
蓄
預
金
の
利
子
不
足
差
額
、
電
話
料
金
の
不
当
値
上
げ
、
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
使
用
範
囲
制

限
、
誤
解
を
招
く
宣
伝
広
告
、
発
癌
性
物
質
を
含
有
す
る
家
畜
飼
料
等
の
問
題
に
対
す
る
集
団
訴
訟
。

⑥　

会
員
を
代
理
し
て
の
個
別
訴
訟

⑦　

機
関
誌
の
発
行
（
二
カ
月
に
一
回
（

　

集
団
訴
訟
は
、
判
決
執
行
の
事
件
も
含
め
て
、
上
記
の
様
々
な
分
野
で
一
七
六
件
の
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
個
別
訴
訟
は
、

全
部
を
合
わ
せ
る
と
、
会
員
五
千
人
を
代
理
し
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
は
、
支
部
を
持
た
ず
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
内
の
本
部
で
、
弁
護
士
、
経
済
専
門
家
、
技
師
、
事
務
員
な
ど
に
よ
る
ス
タ
ッ

フ
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
特
に
技
術
的
な
分
析
に
関
し
て
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
雇
っ
て
お
り
、
ま
た
、
商
品
の
品
質
検
査
な
ど
は
、
大

学
の
実
験
室
と
提
携
し
て
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す（

（1
（

。



（

特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（二・完）

五　

結　

論

　

一
般
的
に
見
れ
ば
、
原
告
適
格
を
有
す
る
民
間
消
費
者
団
体
の
消
費
者
保
護
活
動
は
、
期
待
さ
れ
て
い
る
レ
ベ
ル
に
到
達
し
て
い

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
に
関
し
て
言
え
ば
、
消
費
者
保
護
の
分
野
で
多
様
な
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
て
、

原
告
適
格
を
有
す
る
民
間
消
費
者
団
体
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

（
1
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
本
文
で
、
原
告
適
格
と
し
て
、
検
察
庁
（
一
号
）、
連
邦
政
府
、
州
、
市
町
村
及
び
連
邦
直
轄
区
（
二
号
）、

連
邦
政
府
、
州
、
市
町
村
及
び
連
邦
区
（
三
号
）、
及
び
、
少
な
く
と
も
一
年
以
上
前
に
合
法
的
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の

目
的
が
本
法
典
が
定
め
る
利
益
及
び
権
利
の
保
護
を
含
む
も
の
（
四
号
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
三
号
は
プ
ロ
コ
ン
を
想
定
し
て
お
り
、

四
号
が
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
な
ど
の
民
間
消
費
者
団
体
を
想
定
し
て
い
る
。

（
2
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
一
項
で
は
、「
損
害
の
規
模
若
し
く
は
特
徴
、
又
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
利
益
の
重
要
性
に
よ
り
示

さ
れ
た
（evidenciado

）
明
白
な
（m

anifesto
）
社
会
的
利
益
が
存
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
九
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
た
訴
訟
に
お

い
て
、
裁
判
官
は
、
事
前
設
立
（pré-constituição
）
の
要
件
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
九
一
条
以
下
に

規
定
さ
れ
た
訴
訟
と
は
、
同
種
個
別
的
利
益
保
護
の
た
め
の
訴
訟
の
こ
と
で
あ
る
。

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
八
二
条
四
号
で
は
、「
少
な
く
と
も
一
年
以
上
前
に
合
法
的
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
本
法

典
が
定
め
る
利
益
及
び
権
利
の
保
護
を
含
む
も
の
。
た
だ
し
、（
訴
訟
提
起
に
あ
た
り
）
当
該
団
体
の
総
会
決
議
に
よ
る
承
認
は
不
要
で

あ
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
五
条
で
は
、「
連
邦
、
州
、
連
邦
直
轄
区
及
び
市
町
村
の
組
織
並
び
に
消
費
者
保
護
の
民
間
団
体
は
、
国
家

消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
（Sistem

a�N
acional�de�D

efesa�do�Consum
idor:�SN

D
C

）
を
構
成
す
る
」
と
定
め
る
。

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
本
文
で
は
、「
法
務
省
（
Ｍ
Ｊ
）
の
国
家
経
済
法
局
（Secretaria�N

acional�de�D
ireito�

Econôm
ico

）
の
国
家
消
費
者
保
護
部
局
（D

epartam
ento�N

acional�de�D
efesa�do�Consum

idor

）、
又
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
こ
と

に
な
る
連
邦
組
織
は
、
国
家
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
（Sistem

a�N
acional�de�D

efesa�do�Consum
idor

）
の
政
策
協
力
機
関
で
あ
り
、
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次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
一
号
か
ら
一
三
号
で
具
体
的
な
活
動
内
容
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
〇
号
、
一

一
号
、
一
二
号
に
つ
い
て
は
大
統
領
拒
否
権
が
発
動
し
死
文
化
し
て
い
る
。

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
九
号
で
は
、
法
務
省
の
消
費
者
保
護
部
局
の
具
体
的
活
動
内
容
の
一
つ
と
し
て
、「
公
衆
に
よ
る
消
費

者
保
護
団
体
、
ま
た
、
州
及
び
市
町
村
の
公
的
機
関
に
よ
る
消
費
者
保
護
団
体
の
設
立
を
、
資
金
的
援
助
及
び
他
の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

含
め
、
促
進
す
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

（
（
）　http://w

w
w
.idec.org.br/

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
五
条
で
定
め
る
「
国
家
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
」
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
民
間
団
体
が
含
ま
れ
て
お
り
、

当
該
国
家
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
は
三
カ
月
に
一
度
の
割
合
で
情
報
交
換
の
機
会
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
典
一
〇
六
条
本
文
で

は
、
法
務
省
所
轄
の
消
費
者
保
護
部
局
が
、
国
家
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
の
政
策
協
力
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
の
下
で
、
同
法
典
一
〇
六
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
法
務
省
消
費
者
保
護
部
局
の
具
体
的
な
活
動
内
容
は
、
ロ
ー
カ
ル
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
、
国
家
消
費
者
保
護
シ
ス
テ
ム
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
三
号
で
は
、「
消
費
者
の
権
利
及
び
保
障
に
つ
い
て
永
続
的
指
導
を
与
え
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

（
10
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
四
号
で
は
、「
様
々
な
伝
達
手
段
を
通
じ
て
消
費
者
に
情
報
を
与
え
、
意
識
向
上
を
先
導
し
、
ま
た
動

機
づ
け
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

（
11
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
八
号
で
は
、「
連
邦
政
府
、
州
、
連
邦
直
轄
区
及
び
市
町
村
の
組
織
及
び
団
体
の
協
力
を
要
請
す
る
こ

と
、
ま
た
、
製
品
及
び
役
務
の
代
金
、
供
給
、
数
量
及
び
安
全
性
の
検
査
を
支
援
す
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

（
12
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
二
号
で
は
、「
代
表
団
体
、
公
法
人
又
は
私
法
人
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
相
談
、
告
発
又
は
提
案
を
受
領

し
、
分
析
し
、
評
価
し
ま
た
善
導
す
る
こ
と
」
と
定
め
る
。

（
1（
）　

消
費
者
保
護
法
典
一
〇
六
条
補
項
で
は
、「
そ
れ
ら
の
目
的
の
達
成
の
た
め
、
国
家
消
費
者
保
護
部
局
（D

epartam
ento�

N
acional�de�D

efesa�do�Consum
idor

）
は
、
著
名
な
科
学
技
術
的
専
門
性
を
有
す
る
機
関
又
は
団
体
の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
定
め
る
。

�

（
訳
注　

前
田
美
千
代
）　
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特集　ブラジルにおける集団訴訟制度を通じた消費者被害救済と抑止手法の現況（二・完）

〔
付
記
〕　

本
研
究
は
二
〇
一
六
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
（
共
同
研
究
）「
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
消
費
者
被
害
救
済
の
た
め
の
制

裁
的
な
金
銭
支
払
制
度
の
研
究
」、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP1（H

0（（（（,�JP2（（（0（21,�JP21（（00（2,�JP1（K
0122（

の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
す
。




